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アメリカにおける州政府の医療保険制度改革(2)

第3章 改革の手段

第 1節 契約更新保証

被保険者 (従業員と扶養家族)のリスクが前年度に増加した場合ま

たはリスクが今年度に増加することが予想される場合､保険者は契約

の更新を拒否することがある｡契約の更新の拒否には､従業員全体に

対する場合と個々の (リスクの高い)従業員に対する場合がある｡

契約更新保証 (guaranteedrenewal,guaranteedrenewability)

とは､被保険者 (従業員と扶養家族)の健康状態や保険金支払実績に

関わりなく､保険者に小雇用主医療保険を更新させることによって､

契約の更新を小雇用主に保証するものである0

1990年モデル法は ｢本法にしたがう医療保険は､以下の理由を除い

て､小雇用主が選択すれば､すべての適格従業員 (eligibleemployees)

または扶養家族に対して更新可能とされなければならない｣と定めて
28)

いる (第5条A項を参照)｡ ｢以下の理由｣とは､①保険料の不払い､

(卦小雇用主または被保険者の詐欺または不実告知､③制度規約

(planprovisions)の不遵守､④医療保険に加入する従業員数が割

合要件によって必要とされる適格従業員の数または割合に達していな

いこと.⑤小雇用主がもはや積極的に事業を行っていないこと.であ

る｡

上記の④は､医療保険に加入する適格従業員の最低限の割合を保険

者が要求する ｢最低限加入要件 (minimumparticipationrequire一

ments)｣である｡団体医療保険には､雇用主が保険料を全額拠出

する (従業員は拠出しない)非拠出型と､従業員も保険料を拠出する

拠出型がある (他の団体保険も同じである)｡2003年に従業員3-199

人の企業において､単身保険 (従業員のみが加入する保険)の場合､
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雇用主が保険料の50%未満を拠出している企業の割合は6%､50%以

上75%未満の企業は14%､75%以上100%未満の企業は35%､100%の

企業は45%である｡家族保険 (従業員と扶養家族が加入する保険)の

場合､50%未満の企業は31%､50%以上75%未満の企業は26%､75%
29)

以上100%未満の企業は28%､100%の企業は15%である.

非拠出型の場合､一般にすべての適格従業員が医療保険に加入する｡

拠出型の場合､大部分の州では雇用主は従業員に医療保険の加入を強

制することはできない｡保険者が ｢最低限加入要件｣を求めるのは､

リスクの低い従業員が医療保険に加入しない逆選択を防止するためで

ある｡

1992年モデル法と1995年モデル法は､雇用主が拠出しなければなら

ない保険料の最低限の割合を保険者が要求する ｢最低限雇用主拠出要

件 (minimumemployercontributionrequirements)｣の不

遵守も､保険者が医療保険を更新しなくてもよい理由として明示して

いる (199-2年モデル法第7条A項､1995年モデル法第6条A項を参照)-｡

また､1992年モデル法は ｢保険者削 ､雇用主の団体規模によってのみ､

最低限加入要件と最低限雇用主拠出要件の適用を変えることができる｣

(第8粂D項(2))､1995年モデル法は r保険者は､(彰3人以下の団

体に対しては適格従業員の100%､② 3人以上の団体に対しては適格

従業員の75%､を上回る最低限加入率を要求してはならない｣ (第 7

粂C項(4)(b))と定めている｡

保険者が ｢最低限雇用主拠出要件｣ を求めるのは､従業員の保険料

負担を軽減させることによってリスクの低い従業員の加入を促進し,

逆選択を防止するためである｡保険者は新規加入においても､最低限

加入要件と最低限雇用主拠出要件を求めている｡

1992年モデル法と1995年モデル法における契約更新保証の規定も
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1990年モデル法のそれとおおむね同じである｡しかし､保険契約者が

より有利になるように1990年モデル法のいくつかの規定が1992年モデ
30)

ル法と1995年モデル法で修正されている0

1996年HIPA法も ｢本条で定める例外を除いて､もし医療保険者が

小団体市場または大団体市場で医療保険を提供しているならば､制度

スポンサー (plansponsor)が選択すれば､保険者は医療保険を更

新しなければならない｣と定めている (42U.S.C.§300gg-12(a)

(2002)を参照)｡ ｢本条で定める例外｣ とは､制度スポンサーの保険

料の不払いや詐欺など､保険者が医療保険を更新しなくてもよい場合

である (42U.S.C.含300gg-12(b)(2002)を参照)a

小雇用主 (小団体)医療保険の契約更新保証は､1995年時点で大部

分の州 (43州)が実施しており､1996年HIPA法の施行 (1997年7月)

後の1998年にはすべての州が実施している (表9を参照)｡

表 9 ｢契約更新保証｣と ｢新契約加入保証｣
を実施している州数

小 雇 用 主 医 療 保 険

1995年 96年 97年 98年 99年

契約更新保証 43 44. 44 50 50

新契約加入保証 29 35 37 50 50

全商品 ll 13 14 50 50

いくつかの商品 18 22 23 00
個 人 医 療 保 険

1995年 96年 97年 98年 99年

契約更新保証 12 16 19 50 50

新契約加入保証 9 10 ー2 17 16

全商品 6 7 7 8 7

(出典)Chollet,KirkandSimon(2000)
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他方､個人医療保険についても､1996年モデル法①は ｢本法にした

がう医療保険は､以下の事例 (メディケアの受給資格年齢への到達､

保険料の不払い､加入者または彼らの代表者の詐欺または重要事項の

不実告知など)を除いて､加入者が選択すれば､すべての個人または

扶養家族に対して更新可能とされなければならない｣と定めている

(1996年モデル法①第6粂B項を参照)｡1996年モデル法②における

契約更新保証の規定も1996年モデル法①のそれとほとんどまったく同

じである (1996年モデル法②第6粂A項を参照)｡

1996年HIPA法も ｢本条で定める例外 (加入者の保険料の不払いや

詐欺など)を除いて.個人に個人医療保険を提供している保険者は､

個人が選択すれば､医療保険を更新しなければならない｣と定めてい

る (42U.S.C.§300gg-42(a)(b)(2002)を参照)｡

個人医療保険の契約■更新保証は､1995年時点で12州が実施しており､

小雇用主医療保険と比較すると少ないが､◆1996年HIPA法の施行後の

1998年にはすべての州が実施している (表9を参照)｡

第2節 新契約加入保証

契約の更新の場合と同じように､企業 (従業員と扶養家族)のリス

クが高い場合には､従業員全体またはリスクの高い従業員に対する医

療保険の引受けを保険者は拒否することがある｡

新契約加入保証 (guaranteedissue)とは､保険者に小雇用主医

療保険を引き受けさせる (拒否できない)ことによって､医療保険の

新規加入を小雇用主に保証するもIのである｡保険者は､加入を希望す

る従業員全員に対して医療保険を引き受けなければならない｡

1992年モデル法は ｢保険者は少なくとも基礎医療保険と標準医療保

険を本州のすべての適格小雇用主に対して入手可能にし､その医療保
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験は年間を通じて､また小雇用主の適格従業員と扶養家族の健康状態

または産業に関わらず､適格小雇用主に提供されなければならない｣

と定めている (第10条E項(1)(a)を参照)｡適格小雇用主 (eligible

smallemployers)とは､直近の暦四半期 (calendarquarter)

において､少なくとも50%以上の営業日に本州内の適格従業員を少な
31)

くとも3人以上雇用した小雇用主である (第10条E項(2)を参照)｡

基礎医療保険 (basichealthbenefitplan)は､州法定医療給付

の適用を除外し､給付水準を低くし､患者の自己負担を高くすること
32)

によって､保険料を比較的安くした医療保険である｡他方､標準医療

保険 (standardhealthbenefitplan)は､平均的または典型的な

医療保険である｡

こうした2つの医療保険の商品内容 (給付水準や自己負担など)杏

具体的にどのようなものにするかは各州にゆだねられている｡州政府

は､保険者 ･中小企業の労使 ･医療供給者 (医師 ･医療機関)のそれ

ぞれの代表者から構成される医療保険委員会 (HealthBenefit
33〕

PlanCommittee)を設置して商品内容を決定する｡

新契約加入保証の対象として基礎医療保険が設定されているのは､

保険料の負担が一般に困難な小雇用主に対する医療保険の新規加入を

促進させようとするものである｡また,基礎医療保険と標準医療保険

の商品内容が画一化されているのは,複数の保険者が提供する両保険

の保険料を小雇用主に比較可能にさせ､保険者の競争によって保険料

の引き下げをはかろうとするものである｡

1995年モデル法は ｢本州で小雇用主医療保険を引き受けているすべ

ての保険者は､少なくとも2つの医療保険 (基礎医療保険と標準医療

保険)を含め､小雇用主に積極的に販売しているすべての医療保険を

小雇用主に積極的に提供しなければならない｣と定め (第7粂A項を
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34)
参照)､新契約加入保証の対象をすべての医療保険に拡大している｡

1996年HIPA法も ｢本州の小団体市場で医療保険を提供しているそ

れぞれの保険者は､医療保険を申し込む本州のすべての小雇用主を受

け入れなければならない｣と定めている (42U.S.C.§380gg一日(a)

(1)(2002)を参照)｡

小雇用主医療保険の新契約加入保証は.契約更新保証と比較すると

実施している州は少ない｡1995年時点では､29州が新契約加入保証を

実施していた｡29州のなかで､Il州はすべての医療保険を､18州はい

くつかの医療保険 (一般に基礎医療保険と標準医療保険)を対象にし

ていた｡しかし1996年HIPA法の施行後の1998年には､契約更新保証

と同じく.全州がすべての医療保険を対象にしている (前節の表9を

参照)ら

他方､個人医療保険については､1996年モデル法(訓ま ｢個人医療保

険を本州で引き受けているすべての保険者は､少なくとも2つの医療

保険 (基礎医療保険と標準医療保険)を含め､個人に積極的に販売し

ているすべての医療保険を個人に積極的に提供しなければならない｣

と定めている (第7条A項(1)を参照)a

1996年モデル法②は ｢本州で個人医療保険を引き受けている保険者

は､個人医療保険を申し込み､所定の保険料の支払いに同意し,個人

基礎医療保険または個人標準医療保険のその他の規約を満たしている

個人 (最近､医療保険に加入していた個人)に対して､個人基礎医療

保険または個人標準医療保険の選択を可能にしなければならない｣と

定めている (第7条A項を参照)｡なお ｢最近､医療保険に加入して

いた個人 (recentlyinsuredindividual)｣とは､本州の居住者

であり､過去31日以内に前適格保険に加入していた個人または過去31

日以内に適格事由が生じていた個人である (第3条CC項を参照)｡

-7-



アメリカにおける州政府の医療保険制度改革(2)

｢前適格保険 (qtlalifyingpreviouscoverage)｣とは､公的プ

ログラム (メディケアやメデイケイ ドなど)､団体医療保険､個人医

療保険､雇用主提供自家医療保険などである (第 3粂Z項を参照)｡

｢適格事由 (qualifyingevent)｣とは,前適格保険のもとで扶養

家族がいなくなることまたは変化すること (lossorchangeof

dependentstatus)､または個人が成年に達することである (第3

粂Y項を参照)｡

1996年モデル法(丑は新契約加入保証の対象をすべての医療保険とし

ているのに対して､1996年モデル法②は基礎医療保険と標準医療保険

に限定している｡

1996年HIPA法は ｢本州の個人市場で医療保険を提供しているそれ

ぞれの保険者は､個人医療保険の加入を希望する適格個人について､

適格個人に医療保険を提供することを拒否または適格個人の加入を拒

否してはならない｣ と定めている (42U.S.C.§300gg-41(a)(1)(2002)

を参照)｡ ｢適格個人 (eligibleindividual)｣とは､①(a)個人が

個人医療保険の加入を求める日に､医療保険 (団体医療保険.個人医

療保険､メディケア､メディケイドなど)に加入していた期間の総計

が18か月以上である個人であり､また(b)最後に加入していた医療保

険が団体医療保険または政府管掌保険 (governmentalplan)また

は教会プラン (churchplan)であった個人､②団体医療保険また

はメディケアまたはメデイケイ ドの受給資格を有しておらず､その他

の医療保険にも加入していない個人､③最後に加入していた医療保険

が制度スポンサーの保険料の不払いまたは詐欺によって終了しなかっ

た個人､④coBRAの継続規定に基づいて医療保険の継続を選択し､

それが終了している個人である (42UiS.C.§300gg-41(b)(2002)を
35)

参照)｡同法は､新契約加入保証の対象を団体医療保険から個人医療
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E]BIE
保険に加入する (変更する)個人に限定している｡

そして1996年HIPA法は､適格個人に対する新契約加入保証として､

｢連邦準拠 (federalfall-back)｣または ｢代替手段 (alternative

mechanism)｣の選択を州政府に認めている｡

州政府が ｢連邦準拠｣ を選択した場合,①各保険者が本州の個人市

場で提供しているすべての医療保険を提供すること､②各保険者が本

州の個人市場で提供しているすべての医療保険のなかで､保険料収入

が最大とその次に最大の医療保険を提供すること､③低水準の医療保

険と高水準の医療保険を提供すること､のいずれかを保険者は選択す

ることができる (42U,S.C,§300gg-41(C)(2002)を参照)｡なお､

上記③の ｢低水準の医療保険｣ とは､その数理的給付額 (actuarial

valueofthebenefits)が加重平均の85%以上100%以下の医療保

険である｡ ｢高水準の医療保険｣とは､川0%以上120%以下の医療保

険である｡そして高水準の医療保険の数理的給付額は､低水準の医療

保険のそれの15%以上でなければならない｡ ｢加重平均｣とは､異な

る医療保険の加入者数で加重した,本州の個人市場で各保険者または

全保険者が前年に提供したすべての医療保険の平均数理的給付額であ

る｡

1996年HIPA法が定める要件を満たしている場合､州政府は ｢代替

手段｣を選択することができる｡同法が定める要件とは､本州の個人

市場で提供されている医療保険について､①すべての適格個人は医療

保険の選択が可能であること､②その医療保険は,契約前発病の免責

の適用が除外されていること､③その医療保険には､本州の個人市場

で提供されている総合医療保険に相当する医療保険または本州の団体･

個人医療保険法に基づいて提供されている標準医療保険に相当する医

療保険が少なくとも1つ含まれていること､④本州が(a)1996年モデ
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ル法①または1996年モデル法②を採用していること､または(b)適格

ハイリスクプールを設立していること､または(C)保険者が適格個人

に対してリスク調整またはリスク分散の手段を講じていること､であ
37)

る (42U.S.C.§300gg-44(a)(C)(2002)を参照)｡

すべての個人に対する新契約加入保証は､契約更新保証と比較する

と実施している州は少ない｡また､小雇用主医療保険の新契約加入保

証と比較しても､実施している州は少ない｡

1999年時点で､すべての個人に対する契約更新保証を実施している

州は16州である｡そのなかで､7州はいくつかの医療保険 (一般に基

礎医療保険と標準医療保険)を対象にし､9州はすべての医療保険を

対象にしている (前節の表9を参照)｡

他方､1996年HIPA法で適格個人に対する新契約加入保証が規定さ

れたことを受けて,すべての州とコロンビア特別区は r連邦準拠｣ ま

たは ｢代替手段｣を採用し､適格個人に対する新契約加入保証を実施

している｡2001年時点で､10州とコロンビア特別区は ｢連邦準拠｣を､

40州は ｢代替手段｣ を選択している (表10を参照)｡

｢代替手段｣ を選択している州は ｢ハイリスクプール｣ または ｢そ

の他｣の手段を採用している｡23州は ｢ハイリスクプール｣を､15州

は ｢その他｣ の手段を採用している｡ニューメキシコ州とユタ州はハ

イリスクプールとその他の手段の双方について定めており,適格個人

はどちらかを通じて医療保険を入手することができる｡

｢その他｣の手段を採用している15州のうち､マサチューセッツ州

やニューヨーク州など7州では,1996年HIPA法に適合している既存

の州保険法で定めた医療保険が適格個人に提供されている｡他方､残

りの8州のうちのカリフォルニア州では､保険者はもっとも一般的な

2つの医療保険を適格個人に提供することが義務づけられている｡ ペ
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ンシルバニア州では､州が認可した少なくとも2つの医療保険を同州

のブルークロス ･ブルーシールドが適格個人に提供し､最後の保険者

として機能している｡

表10 各州における適格個人の新契約加入保証
(2001年11月)

州 連邦準拠 代替手段 州 連邦準拠 代替手段■朝地 助その他

アラバマ ○ ○ ○ モンタナ くつ ○ ○
アラスカ ○○ ネブラスカ ○○

アリゾナ ネバダ

アーカンソー ニューハンプシャー

カリフォルニア ◆ヽニユ-ン′ヤーン′-

コロラド ○ ○ ○ ニューメキシコ ○ ○○ ○コネチカット ○ ニューヨーク ○○

デラウエア ノースカロライナ

コロンビア特別区 ○ ノースダコタ

フロリダ オハイオ

ジョージア ○ (⊃ ○○ オクラホマ ○ ○ ○
ハワイ オレゴン ○○

アイダホ ペンシルバニア

イリノイ ロードアイランド

インディアナ ○ サウスカロライナ

アイオワ ○ ○○ サウスダコタ ○ () ○○

カンザス ○○ テネシー

ケン夕ツヰ- テキサス

ルイジアナ ユタ ○

メイン バーモント ○_

メリーランド ○○ ○ ○ バージニア ○ ○○ ○

マサチューセッツ ワシントン

ミシガン ○ ウエストバ｣-ジニア

ミネソタ ウィスコンシン

(注)ニューメキシコ州とユタ州は､ハイT)スクプールとその他の
手段について定めている｡

(出典)Laudicinaetal.(2801)
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第3節 契約前発病の免責に対する制限

契約前発病 (preexistingcondition)とは､保険契約の責任開

始日前の一定期間中に診断または治療された症状である｡契約前発病

とする期間を遡及期間 (lookbackperiod)という｡保険者は､契

約前発病から生じる給付を責任開始日から一定期間､免責または制限

している｡契約前発病から生じる給付を免責または制限する期間を除

外期間 (waitingperiod,exclusionperiod)という｡

契約前発病の免責 (preexistingconditionexclusions)は､病

気になったとき､医療保険に加入するまで受癖を延期し､加入してか

ら受療しようとする加入者の逆選択を保険者が防止するための措置で

ある｡小雇用主医療保険を引き受ける多くの保険者は､遡及期間と除

外期間を一般に6か月または12か月とすることによって.保険保障を
3&)

制限していた｡

契約前発病の免責に対する制限 (遡及期間と除外期間の制限)は､

一方で被保険者の逆選択から生じる保険者の保険金支払額の増加を抑

制しながら､他方で被保険者の保険保障を高めるための手段である｡

1992年モデル法は､遡及期間を最長6か月に､除外期間を最長12か

月に制限している (第8条A項を参照)｡1995年モデル法は､遡及期

間は1992年モデル法と同じ6か月であるが､除外期間は12か月から6
39)

か月に短縮している (第7粂C項(1)を参照)｡

1996年HIPA法は､1992年モデル法と同じく遡及期間を最長 6か月,

除外期間を最長12か月に定めている (42U.S.C.§300gg(a)(1)(2)

(2002)を参照)a

表11は､1990年代後半に ｢契約前発病の免責に対する制限｣を実施

している州の最長遡及期間と最長除外期間および両者の州数を示した

ものである｡小雇用主医療保険では､大部分の州は1991年モデル法と
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1996年HIPA法と同じく､遡及期間を最長6か月に､除外期間を最長

i2か月に定めている｡しかし､遡及期間を3か月に短縮または12か月

に延長している州もある｡また､除外期間を1995年モデル法と同じ6

か月に短縮している州もある (2001年における各州の遡及期間と除外

期間については表12を参照)｡

裏目 ｢契約前発病免責の制限｣を実施している州数

小雇用 主医療保 険

最長遡及期間 最長除外期間

期間 199596 97 98 99 期間 199596 97 98 99

01 1 1 1 1 01 I 1 1 1

3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2

6 26 30 31 43 43 6 5 7 6 5 5

12 9 9 9 3 3 9 1 2 2 2 2

24 0000012 33 34 35 40 40

36 I110018 00000
60 0 0 00024 00000

未制定 lO 6 5 1 ･1 未制定 8 4 4 00
合 計 50 50 50 50 50 合計 50 50 50 50 50

個 人 医療保 険

最長遡及期間 最長除外期間

00001 1 0000 I 1

3 2 Z 2 2 2 3 iI1 1 1

6 7 12 12 13 13 6 l 1 1 l 1

12 7 7 ll 12 12 9 1 i 1 I 1

24 2 4 3 3 3 12 12 18 24 25 25

36 001 1 1 l8 1 1 000
60 2 2 2 2 2 24 7 6 6 6 6

制定 30 23 19 16 16未制定 27 22 17 15 15

(荏)期間の単位 :月
(出典)表9に同じ
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表12 各州における小雇用主医療保険の牧草内容 (2001年)

州 団体規模 新契約加入保証 契約更新保証 契約前発病の免喪 契約の携行 保険料率規制 再保険プ-ル料 率 幅方 式 地 域 料率 方 式 任意 強制

アラバマ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○ ○ ○○ ○

アラスカ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 90日
アリゾナ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 0
ア-カンソー 2一一50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○
カリフォルニア 2-話O人 ○ ○ 6カ月/6カ月 62日 ○

3tj>T{ 1-50人 ○ ○ 6カ月/6カ月 90日 0○ ○ ○0 (⊃
コネチカット 1-5D̂ ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○○
デラウエア 1-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日
フロリダ I-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○
ジョージア 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 90日

ハワイ 1-50人 0 ○ 認めら才1ていない 同左 ○ ○ ○

アイダホ 2-50人 ○ ○ 6カ月/l2カ月 63日
イリノイ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○
インディアナ 2-50人 ○ ○ 6カ月/9カ月 63日 ○
アイオワ 2-50̂ ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○ 0

カンザス 2--50人 ○ ○ 6カ月/90日 63日 ○ ○ ○

ケンタッキー 全団体 (⊃ ○ 12カ月/12カ月 60日 (⊃

ルイジアナ 2--50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○ ○メイン 1-50̂ ○ ○ 6カ月/12カ月 90日
メリーランド 1-50人 ○ ○ ~認められていない 同左 ○ ○

マサチューセッツ 1-50人2-50人 ○ ○ 6カ月/6カ月 30日63日 ○ ○ (⊃ ○○

ミシガン ○ ○ l2カ月/6カ月
ミネソタ () ○ 6カ月/12カ月
ミシシッピ 1-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○
ミズーリ 3-25人 ○ ○ 6カ月/12カ月 30日 ○

モンタナ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○ ○ ○ ○○

ネブラスカ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 (⊃
ネバダ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○
ニユ-ハンプシヤー I-100̂ ○ ○ 3カ月/9カ月 63日
ニュージャー ジ ー 2-50人 ○ ○ 6カ月/6カ月 90日 ○

ニューメキシコ 2--50人 ○ ○ 6カ月/6カ月 63日 ○ ○ ○○ ○○

ニューヨーク 1-50人 ○ ⊂) 6カ月/12カ月 ･63日 ○
ノ-スカロライナ I-50̂ ○ ○ 6カ月/12カ月 63日
ノースダコタ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○
オハイオ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○

オクラホマ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○ ○ ○

オレゴン 2-50人 ○ ○ 6カ月′6カ月 63日 0○ペンシルバニア 2-50人 ○ ○ 6カ月/72カ月 63日 ○ロードアイランド 1-50人 ○ (⊃ 認められていない 同左

サウスカロライナ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○ ○

サウスダコタ 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○ ○ _○ ○

テネシー 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○
テキサス 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○ ○
ユタ 2-50人 ○ (⊃ 6カ月/12カ月 62日 ○
バーモント l～50人 ○ ○ 6カ月/l2カ月 90日

バージニア 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 ~ 63日 ○○ ○ ○

ワシントン i-50̂ ○ ○ 6カ月/9カ月 90日
ウエストノサージニア 2-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日
ウィスコンシン 2.-50人 ○ ○ 6カ月/12カ月 63日 ○

(注) ｢契約前発病の免責｣の左側は遡及期間,右側は除外期間｡
(出典)Laudicinaetal.(2001);NAIC(2003)
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表13 各州における個人医療保険の改革内容 (2001年)

-州 新契約加入保証 契約 契約前発病の免責 契約の携行 保険料率規制 再保険プール更新保証 脚力式 伽 村外率妨 ∃丈 任意 強制

アラバマアラスカアリゾナアーカンソーカリフォルニア 〇〇〇〇〇 12カ月/12カ月 30日

コロラドコネチカットデラウエアフロリダジョー-ジア 〇〇〇〇〇 12カ月/12カ月6カ月/12カ月未触∽ 4カ月 120日63日 ○

ハワイアイダホイリノイ ○○ 〇〇〇 6カ月/12カ月 63日 ○○ ○○
インディアナ (⊃ 12カ月/9カ月 30日
アイオワ ○ l2カ月/12カ月 63日

カンザスケンタッキー 0 ○○ 12カ月/12カ月 60日 ○ ○
ルイジアナ ○ ○ 12カ月/12カ月 60日 ○メイン ○ 12カ月/12カ月 90日
メリーランド ○ 6カ月/12カ月 63日

マサチューセッツミシガンミネソタミシシッピミズーリ ○ 〇〇〇〇〇 6カ月/6カ月12/6,6/66カ月/12カ月12カ月/12カ月 30日60日 ○ ○ _○

モンタナネブラスカ ○ ○○ 3年/】2カ月 30日 ○ ○ ○ ○
ネバダニューハンプシャ- ○○ 3カ月/9カ月 6.3日
ニュー ジャージ- ○ 6カ月/12カ月 31日 ○

ニューメキシコ ○○ Cl 6カ月/6カ月 31日 ○ ○ ○

ニューヨーク ○ 6カ月/12カ月 63日 ○

ノ-スカロライナノースダコタ ○○ 6カ月/12カ月 63日 ○
オハイオ ○ 6カ月/12カ月 30日

オクラホマオレゴンペンシルバニアロードアイランドサウスカロライナ ○ 〇〇〇〇Cl 6カ月/6カ月 60日63日 ○

サウスダコタテネシー ○ ○○ 12カ月/12カ月 63日 0 ○ ○
テキサスユタ ○ ○○ 6カ月/12カ月 62日 ○
バーモント ○ ○ 12カ月/12カ月 63日

バージニア ○ 12カ月/12カ月 30日 ○ ○ワシントンウェストバージニア 0-0 3カ月/9カ月 90日

(注) ｢契約前発病の免責｣の左側 は遡及期間､右脚 は除外期間｡ミシガン州で､左 側(12/ 6 )

は保険会社に､右側 (6/6)はブルー クロス･ブルーシールドとHMOに適 用される ｡

(出典)表10に同じ
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個人医療保険については､1996年モデル法①は､遡及期間を最長12

か月に､除外期間も最長12か月に制限している (第 3条Y項と第 7粂

F項(1)を参照)｡1996年モデル法②も､基礎医療保険または標準医

療保険に対して､遡及期間を最長12か月に､除外期間も最長12か月に

制限している (第3条丁項と第7条E項を参照)
40)

1996年HIPA法は､適格個人が加入する医療保険に対していかなる

契約前発病の免責も適用することを禁止している (42U.S.C.§300

gg-41(a)(1)を参照)が､非適格個人が加入する医療保険に対して

は制限していない｡

1990年代後半において､多くの州は遡及期間を最長6か月または12

か月に､除外期間を最長12か月に定めている｡しかし､遡及期間を60

か月に､除外期間を24か月にしている州もある｡また､小雇用主医痩

保険と異なり､遡及期間と除外期間について定めていない州も比較的

多い (表11を参照｡2001年における各州の遡及期間と除外期間につい

ては表13を参照)｡

第 4節 契約の携行

医療保険に加入している従業員が転職によって他の企業に勤務する

とき､その企業が従業員に医療保険を提供している場合には､それに

新たに加入する｡その企業が従業員に医療保険を提供していない場合

には,個人医療保険に新たに加入しなければならない｡そのために､

前節の ｢契約前発病の免責｣の適用を受けることになる｡したがって､

本人または扶養家族に契約前発病がある場合には､保険保障が中断す

る｡それは転職するさいの制約となり､職業の固定化 (joblock)
‖)

を生じさせていた｡

契約の携行 (portability)とは､医療保険に加入している人が転

-16-
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職によって新しい医療保険 (小雇用主医療保険または個人医療保険)

に加入する場合､以前の保険契約の終了日から新しい保険契約の責任

開始日までが一定期間内であるならば､新しい医療保険の保険者に対

して契約前発病の免責の適用を除外させる (除外期間を禁止する)ち

あである｡つまり契約の携行とは､以前の医療保険を継続できる権利

ではなく､新しい医療保険に対する契約前発病の免責の適用を除外で
朋･)

きる権利である｡

1992年モデル法と1995年モデル法は､以前の保険契約の終了日から

新しい保険契約の責任開始日までの期間 (携行期間)を90日に定めて

いる (1992年モデル法第8条B項と1995年モデル法第 7条C項(2)を参

照)｡他方､1996年HIPA法は携行期間を63日に定めている (42U.
43)

S.C.§300gg(C)(2)(2002)を参照)0

2001年時点で､大部分の州は携行期間を1996年HIPA法と同じ63日

にしているが､NAICのモデル法と同じ90日にしている州もある (前

節の表12を参照)0

個人医療保険については､1996年モデル法①と1996年モデル法②は､

以前の医療保険が ｢前適格保険｣である場合､携行期間を90日に定め

ている (1996年モデル法①の第 3条Y項と第 7粂F項(2),1996年モ

デル法②第 3粂丁項を参照)0

2001年時点で,多くの州は携行期間を63日に定めているが,90日ま

たは60日にしている州もある｡また､携行期間について定めていない

州も比較的多い (前節の蓑13を参照)｡
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注28) 1990年モデル法は適格従業員について定義していないが,1992年モデル法は

｢フルタイムで就業し､通常の仕事を遇30時間以上行っている従業員｣と定義

している (第3粂N項を参照)q

29) KaiserFamilyandHRET(2003),pp.80-81.

30) 1992年モデル法第 7条DraftingNoteと1995年モデル法第6条 Drafting

Noteを参照｡

31) 1990年モデル法第 2粂L項 (小雇用主の定義)と1992年モデル法第 3条BB

項 (小雇用主の定義)では､小雇用主の適格従業員数を25人以下と定めている｡

1995年モデル法第3条CC項 (小足用主の定義)では､最大限の適格従業員数

を各州の判断にゆだね､州政府が決定 した人数以下とし､自営業者 (self-

employedindividual)も含めている｡1996年HIPA法は ｢小雇用主とは､

直近の暦年中の営業日に平均2人以上50人以下の従業員を雇用し,制度年度

(planyear)の初日に少なくとも2人の従業員を雇用している雇用主をいう｣

と定めている (42U.S.C.§300gg-91(e)(4)(2002)を参照)｡2001年におけ

る各州の小雇用主の団体規模については､次節の表12を参照I

本文で叙述したように､1992年モデル法は新契約加入保証が適用される小雇

用主 (適格小雇用主)の適格従業員を3人以上と定めている｡つまり新契約加

入保証は､適格従業員3人以上25人以下の小雇用主が対象となる｡最小限の適

格従業員数 (団体規模)を3人としているのは､保険者が過度の逆選択を防止

できるようにするためである (第10条DraftingNoteを参照)｡なお1995年

モデル法は､最小限の適格従業員については定めていない｡

32) 州法定医療給付とは､州保険法で定められた､保険者が医療保険で保障しな

ければならない医療給付である.これについては､次の文献を参照.Jensen

(1993);JensenandMorrisey(1999);中浜(1993).

33) 基礎医療保険と標準医療保険には､インデムニティ商品とHMO商品の双方

が一般に用意されている｡Hall(1999a),p.6;Hall(1999b),p.688.なお､基

礎医療保険はbare-bonesplanとも呼ばれる｡1993年における31州の基礎医

療保険の商品内容については,FamiliesUSA(1993)を参照｡

34) 新契約加入保証の対象が基礎医療保険と標準医療保険からすべての医療保険

に拡大されたのは.1995年3月の修正によってである｡NAIC,1994fyoceedmgs.

-SecondQuarter,p.682.

35) COBRAとは､ConsolidatedOmnibusBudgetReconciliationActof
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1985である｡同法によって従業員20人以上の企業 (職員20人以上の州 ･地方政

府機関も含む)描.従業員または扶養家族に適格事由 (qualifyingevent)

が生じ､従業員または扶養家族が医療保険の継続を選択した場合には､医療保

険の提供を継続しなければならない｡適格事由には､勤務に囲連する事由 (秤

職 ･退職 ･解雇による雇用の終了と医療保険の加入資格を失うことになる勤務

時間の減少)と家族に関連する事由 (従業員の死亡や離婚など)の2種類があ

るQ勤務関連事由の場合は18か月間､家族関連事由の場合は36か月間.医療保

険が継続される｡これらの点については､Flynn(1994)を参軌

36) 適格個人は個人医療保険に新たに加入することになるが､加入する医療保険

を団体医療保険から個人医療保険に変更するさいに個人医療保険の加入が保証

されていることから.適格個人に対する新契約加入保証はgrouptoindividual

portabilityとも呼ばれる｡

37) 適格ハイリスクプール (qualifiedhighriskpool)とは.(9すべての適格

個人に対する医療保険について,いかなる契約前発病の免責も適用されていな

い医療保険をすべての適格個人に提供しており､(診 (1996年8月21日時点で効

力のある)NATCModelHealthPlanforUninsurableIndividualsAct

に定められている基準に矛盾しない保険料率と給付を提供しているハイリスク

プールである (42U.SC.§300gg-44(C)(2)(2002)を参照)｡なお上記のモ

デル法は,1982年12月に制定,83年6月 I12月に一部改正､92年6月に全面改

正されている｡

38) なお､1991年に保険会社45社を対象に行われた小雇用主医療保険の調査によ

ると､標準的な遡及期間と除外期間はともに12か月であった｡Zellers,

McLaughlinandPrick(1992),p.175,p.178.

39) 当初の1995年モデル法 (1991年12月制定)では.除外期間は1992年モデル法

と同じく12か月であったOそれが6か月に短縮されたのは､1995年3月の修正

によってである｡NAIC,1994伽 eedLngS,SecondQuarter,p.683.

40) 個人医療保険に対しては､19紳年代に大部分の州は最長2年の除外期間を保

険者に認めていた｡LongandMorton(1988),p.258.

41) 雇用主提供医療保険と職業の固定化については.次の文献を参照｡Cooper

andMonheit(1993);Madrian(1994).

42) HolahanandNichols(1996),p.58.なお､以前の医療保険よりも新しい

医療保険のほうがサービスの種類が多い場合.新しい医療保険に対する契約前
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発病の免責の適用除外は､以前の医療保険と同じサービスに限定されるべきか

どうかが問題になる｡この点について1992年モデル法と1995年モデル法は､以

前の医療保険で保障されたサービスに限定している (1992年モデル法第8粂B

項､1995年モデル法第7粂C項(2)を参照)｡

43) 当初の1992年モデル法と1995年モデル法 (ともに1991年12月制定)では､携

行期間は30日であった｡それが60日に延長されたのは､1992年12月の修正によっ

てである｡NAIC,1993触 eedmgs,Vol.IB,pp.911-912.

第4章 手段の関連性

NAICは小雇用主医療保険の改革のために､1990年代前半にモデル

法を制定 ･改正している｡1990年モデル法 (1990年12月制定)は ｢契

約更新保証｣と ｢保険料率規制｣ について､1992年モデル法 (1991年

12月制定､92年12月改正)と1995年モデル法 (1991年12月制定､92年

12月 ･95年3月改正)は ｢契約更新保証｣ ｢新契約加入保証j ｢契約

前発病の免責に対する制限｣ ｢契約の携行｣ ｢保険料率規制｣ ｢再保

険プール (1992年モデル法は ｢割当方式｣)｣について定めているO

個人医療保険については､1996年モデル法①と1996年モデル法②を

1996年3月に制定している｡1996年モデル法①は上記の6つの手段に

ついて､1996年モデル法②は ｢再保険プール｣を除く5つの手段につ

いて定めている｡

他方､連邦議会は1996年HIPA法を制定している (1996年8月制定､

97年7月施行)｡同法 (第 Ⅰ編)は ｢契約更新保証｣ ｢新契約加入保

証｣ ｢契約前発病の免責に対する制限｣ ｢契約の携行｣ について､州

政府が実施しなければならない最低限の基準を定めている｡

図2は､州政府が上記の6つの手段を導入するために法律を制定し
44)

た時期と州数を示したものである｡小雇用主医療保険では､NAICが
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1990年代初めにモデル法を制定したことを受けて､大部分の州政府は
45)

90年代前半 (とくに1991年～93年)に法律を制定しているo

図2 改革の手段の制定年と州数
I

契約更新保証

盃園 小雇用主医療保険

⊂コ 個人医療保険

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

新契約加入保証
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保険料率規制
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(出典)表12に同じ

各州は､① ｢契約更新保証｣ によって､医療保険の既加入企業の従

業員に保険保障の継続性を保証し､② ｢契約の携行｣によって､転職

によって新しい医療保険に加入する従業員に対しても保険保障の継続

性を保証し､③ ｢新契約加入保証｣によって､医療保険の未加入企業

(とくにリスクの高い企業)に医療保険の加入を保証し､④ ｢契約前

発病の免責に対する制限｣によって､医療保険の新規加入企業の従業

員に対する保険保障を高めている｡

｢保険料率規制｣ は,一連の手段のなかでもっとも重要な手段であ

る｡リスクの高い企業の保険料負担可能性 (affordability)を改善
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するためには､つまり ｢保険料率規制｣を有効に作用させるためには､

保険団体の規模を維持し､拡大させなければならない｡それが ｢契約

更新保証｣ ｢契約の携行｣ ｢新契約加入保証｣ ｢契約前発病の免責に

対する制限｣という一連の手段の実施､つまりすべての企業 (適格小

雇用主)と従業員 (適格従業員)に対する保険入手可能性 (availability)

の確保である｡

しかし､医療保険の更新または加入が保証されていても､保険者が

個々の企業のリスクに基づいて (さまざまな危険要因を使用して)煤

険料率を設定すると､リスクの高い企業に対する保険料はかなり高く

なる｡

そこで州政府は､上記の一連の手段とともに ｢保険料率規制｣ も実

施している｡保険料率規制は､保険者が料率を設定するさいに使用で

きる危険要因 (riskfactor)の種類と料率の格差を制限するもので
mE

ある｡各州は､(∋ ｢契約更新保証｣や ｢新契約加入保証｣などの手段

の導入によって保険団体の規模を維持 ･拡大し､そのうえで② ｢保険

料率規制｣ を行い､それによって③保険団体にリスクを広く分散し

(保険料補助を行い)､④リスクの高い企業に対する保険料をかなり引

き下げる (他方でリスクの低い大部分の企業に対する保険料を若干引

き上げる)ことによって､保険料負担可能性を改善しようとしている｡

注44) 各州はいくつかの手段の規定を改正している｡図2は.各州がそれぞれの手

段を制定した年のみを示している｡

45) 最初に法律を制定したのは1990年のコネチカット州である｡1990年代前半に

おける各州のそれぞれの手段の制定 ▲改正については,次の文献を参照｡

Markus,LadenheimandAtchison(1995);MorriseyandJensen(1996).

46) 保険料率規制は､各保険者が個々の企業に対して設定する料率の格差を規制

するものである.各保険者の料率水準 (絶対額)と保険者間の料率水準の差異

は規制していない｡
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おわりに

1990年代に州政府は小雇用主医療保険と個人医療保険の改革を行っ

てきた｡その主要な目的は､1980年代に進展したリスク細分化 ･リス

ク料率化と料率の格差拡大に対して規制を行い､医療保険の入手可能

性を確保し､保険料負担可能性を改善することにあった｡

本稿では､改革の手段として導入された ｢契約更新保証｣ ｢新契約

加入保証｣ ｢契約前発病の免責に対する制限｣ ｢契約の携行｣につい

て考察した｡これらは､保険入手可能性を確保するための手段である｡

新契約加入保証と契約更新保証によって､すべての企業 く適格小雇

用主)は医療保険に加入または更新することができる｡しかし､保険

者が個々の企業のリスクに基づいて保険料率を設定すると､リスクの

高い企業の保険料はかなり高くなる｡そこで､州政府は r保険料率規

制｣を行い,料率の格差を制限している｡

しかし､料率の格差が制限されているために､リスクの高い企業の

保険加入が増加すると､料率の水準は上昇する｡料率水準の上昇は､

保険者にとって引受競争上不利に作用する｡また､高額の保険金支払

いによって保険者の財務内容が悪化する可能性があるOそのために､

リスクの高い企業の保険を引き受けようとしないインセンティブが保

険者に働くことになる｡

そのために,州政府は ｢再保険プール｣ も導入している｡再保険プー

ルの目的は､リスクのかなり高い企業の医療保険を保険者が積極的に

引き受けるようにするとともに,高額の保険金支払いによって生じる

保険者の損失を緩和することにある｡

次稿では､ ｢保険料率規制｣と ｢再保険プール｣について考察する

ことにしたい｡
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